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ブ
ラ
ソ
ス
民
事
訴
訟
法
改
箪
繭
単
案
に
ウ
い
て

玄
二

（
三
一
二
）

フ
ラ
ン

ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て石
（
一
）

川

明

第第
二一序
章章

　：第第
結四三
　章：章
諮

序

治
安
判
事
の
裁
判

第
一
審
裁
判
所
の
手
績

　
管
轄
、
呼
出
、
準
傭
裁
列
官
（
以
上
本
號
）
、
審
理
手
纏
．
裁
男
所

　
侮
辱
、
商
事
裁
判
手
償

仲
裁
手
績

不
服
申
立

本
稿
は
、
フ
ラ
ソ
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
委
員
會
編
「
民
事
訴
訟
法
改
正
草

案
」
（
O
o
艮
宏
一
〇
β
画
Φ
円
陛
o
費
β
o
“
彊
o
鼠
o
畠
o
窟
8
9
娼
8
0
ぞ
鵠
9

評
9
0
♂
づ
o
肖
言
β
θ
脇
託
臨
o
β
島
縄
o
a
o
幽
①
◎
3
釜
彊
肖
Φ
9
言
一
P
一
〇
9
）

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
訴
訟
の
簡
易
化
の
要
詰
、
鄙
ち
可
能
な
限
り

裁
到
所
の
活
動
を
抵
速
化
し
、
訴
訟
を
費
用
の
か
か
ら
な
い
利
用
し
易
い
も
の

に
し
よ
う
と
す
る
要
講
が
彊
い
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
感
ず
る
の
は
、
そ
の
原

理
に
つ
い
て
議
論
の
蝕
地
が
あ
る
と
い
う
革
新
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の

部
分
が
明
ら
か
に
時
代
的
な
も
の
と
な
つ
た
司
法
制
度
を
近
代
生
活
の
要
講
に

適
合
せ
し
め
ん
と
す
る
、
よ
り
輩
純
な
事
業
で
あ
る
。

　
一
九
四
五
年
以
來
、
民
事
訴
訟
法
改
正
委
員
會
が
行
つ
て
き
た
の
は
ま
さ
に

こ
の
仕
事
で
あ
る
。
實
際
こ
の
改
正
事
業
は
、
司
法
入
臣
官
房
の
議
事
日
程
に

か
な
り
以
前
か
ら
あ
つ
た
が
、
全
面
的
な
成
果
が
提
出
せ
ら
れ
た
の
は
今
同
が

始
め
て
で
あ
る
。

　
本
墓
条
は
、
一
八
〇
六
年
の
民
事
訴
訟
法
典
が
規
定
す
る
総
て
の
事
項
に
及

ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
編
第
一
章
及
び
第
二
章
の
特
別
手
績
は
除
外
さ
れ
て

い
る
。
邸
ち
委
員
會
は
別
居
並
び
に
離
婚
手
績
に
關
す
る
章
の
瞼
討
を
民
法
改

正
委
員
會
に
委
ね
る
の
が
餐
當
で
あ
る
と
し
、
更
に
執
行
方
法
を
規
定
し
た
條

文
及
び
最
近
特
に
改
正
さ
れ
た
條
文
、
就
中
不
動
産
の
差
押
に
關
す
る
一
九
三

八
年
六
月
一
七
日
法
（
一
〇
島
8
0
箔
9
）
に
は
手
を
加
え
な
か
つ
た
。

　
委
員
會
の
護
表
し
た
新
民
事
訴
訟
法
草
案
は
、
治
安
到
事
み
裁
判
・
第
一
審



裁
到
所
の
手
績
・
仲
裁
手
綾
（
現
行
民
事
訴
訟
法
典
第
二
編
特
別
手
綬
第
三
章

に
規
定
さ
れ
る
が
草
案
は
第
一
編
第
三
章
に
規
定
す
る
）
マ
不
服
申
立
の
四
章

か
ら
な
る
。

些
本
草
案
を
叢
表
す
る
迄
の
輕
過
を
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
は
事
實
上
不
可
能

で
も
あ
り
、
ま
た
本
草
案
は
な
お
控
訴
院
の
纏
會
（
器
器
目
乞
盆
磯
9
9
毘
o

α雷

8昌

湯
轟
、
薗
暑
o
一
）
に
か
け
ら
れ
、
從
つ
て
修
正
の
可
能
性
あ
る
豫
備
草

案
（
讐
鶴
壁
冒
9
9
）
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
、
前
掲
せ
る
順
序
に
從
つ
て
、

提
案
せ
ぢ
れ
た
改
正
の
本
質
的
ラ
イ
ン
を
簡
輩
に
解
読
し
條
文
を
摘
示
し
よ

≧
ノ
o

第
一
章
治
安
到
事
の
裁
到

治
妥
判
事
の
司
法
的
役
割
は
擬
大
さ
れ
、
こ
れ
に
俘
い
そ
の
資
格
も
第
一

審
裁
判
所
到
事
の
そ
れ
に
近
づ
い
た
。
治
安
到
事
は
も
は
や
嘗
て
の
勧
解
員

（
8
β
o
讐
魯
o
肖
）
で
は
な
く
な
り
、
本
質
的
に
公
李
を
目
的
と
し
て
裁
到
を

し
、
自
己
の
管
轄
す
る
都
市
又
は
地
方
の
郡
で
、
略
式
裁
判
（
彊
β
Φ
一
屋
㌶
8

8
目
目
母
誘
9
襲
弓
冨
o
覧
目
鱒
露
く
Φ
）
に
よ
り
印
決
す
る
職
責
を
有
す
る
よ
う

に
な
つ
た
。
印
ち
そ
の
権
限
は
擾
大
さ
れ
、
法
に
縫
つ
て
裁
判
す
る
眞
正
⑳
司

法
官
と
な
つ
た
。

　
し
か
し
委
員
會
は
治
安
判
事
が
常
に
例
外
的
裁
到
官
で
あ
つ
た
と
い
う
性
質

を
保
存
し
た
。
し
ば
し
ぱ
提
案
さ
れ
た
如
く
、
彼
等
は
普
通
法
民
事
裁
判
官
に

な
る
の
で
は
な
く
、
法
が
認
め
る
場
合
に
の
み
権
限
を
も
つ
に
止
る
。
從
來
こ

の
顯
に
關
す
る
法
規
は
多
く
、
且
つ
散
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
統
一
法
に
醗

系
づ
け
ん
と
す
る
法
典
化
事
業
が
行
わ
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
7
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て
、

　
こ
の
結
果
三
つ
の
重
要
な
改
正
が
第
一
章
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

　
e
ぞ
の
権
限
内
で
、
緊
急
の
場
合
治
安
到
事
は
急
速
審
理
の
命
令
（
置
9
。

魯
目
μ
欝
8
盆
滋
隷
獄
）
む
饗
し
う
る
。
こ
の
結
果
第
一
審
裁
到
所
長
は
そ

の
過
重
な
職
務
か
ら
解
放
さ
れ
、
從
つ
て
第
一
審
裁
判
所
長
ば
、
民
事
並
び
に

商
事
急
速
審
理
の
猫
占
（
現
行
民
訴
法
第
四
一
七
條
滲
照
）
か
ら
解
放
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
　
第
十
三
條
　
そ
の
管
轄
椹
あ
る
事
件
に
お
い
て
、
治
安
剣
事
は
、
緊
急
な

　
る
穂
て
の
場
合
に
、
第
一
審
と
し
て
の
み
審
理
し
う
る
事
件
に
つ
き
民
事
裁

　
剣
所
へ
の
控
訴
に
服
す
る
こ
と
を
條
件
と
し
て
、
急
速
審
．
理
に
よ
り
裁
判
す

　
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
　
本
法
第
九
十
三
條
乃
至
第
九
十
八
條
の
規
定
は
治
安
判
事
の
急
速
審
理
命

　
令
に
適
用
婁
れ
る
。

　
爾
治
安
鋼
事
は
、
主
と
し
て
抗
辮
乃
至
防
禦
方
法
が
、
不
動
謹
に
關
す
る
も
』

の
で
あ
る
か
、
契
約
の
解
羅
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
自
ら
こ
れ
等
の
抗
辮

乃
至
防
禦
方
法
に
つ
き
裁
判
し
得
な
か
つ
た
た
め
に
、
訴
訟
が
遅
延
し
た
。
こ

れ
に
反
し
草
案
は
、
當
該
事
項
が
他
の
裁
到
所
に
專
馬
し
な
い
限
り
、
治
安
到

事
は
豫
め
中
止
を
命
ず
る
こ
と
な
く
裁
判
し
、
且
つ
訴
訟
を
翻
時
に
終
了
し
う

る
も
の
と
し
た
。

　
　
第
十
六
條
　
治
安
判
事
は
抗
辮
・
請
求
に
封
す
る
防
禦
方
法
の
総
て
を
、

　
そ
れ
が
不
動
産
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
或
い
は
総
て
の
契
約
の
解
繹
を
必
要

　
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
裁
剣
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
但
し
こ
れ
ら
二
つ

　
の
場
合
控
訴
に
服
す
る
こ
と
を
條
件
と
す
る
。

　
　
當
該
事
項
が
他
の
裁
判
所
に
專
屡
す
る
揚
合
に
限
り
、
治
安
判
事
は
そ
の

　
裁
剣
を
中
止
し
、
當
該
裁
到
所
に
訴
を
提
起
す
べ
き
期
間
を
定
め
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
憲
一
三
）



　
　
　
　
；
ζ
民
事
訴
訟
決
改
歪
軍
案
に
3
て

　
　
簾
十
七
條
　
提
出
せ
ら
れ
た
謹
採
の
一
つ
が
、
鱈
造
の
訴
の
目
的
を
な
す

　
場
合
、
前
條
－
項
を
準
用
す
る
。

　
　
但
し
澄
操
が
請
求
の
項
目
中
の
一
つ
に
關
す
る
場
合
、
他
の
項
目
に
つ
い

　
て
の
裁
剣
は
、
そ
れ
と
は
關
係
な
く
お
こ
な
わ
れ
る
。

　
㊧
六
萬
フ
ラ
ン
を
越
え
な
い
契
約
上
の
債
檀
に
つ
い
て
、
麦
彿
命
令
手
績

（
裡
日
①
冨
趣
彊
器
島
悔
一
且
o
β
o
餓
o
β
）
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
商

事
裁
到
肪
に
お
け
る
支
彿
命
令
手
練
と
同
種
の
も
の
で
、
そ
の
實
用
的
債
値
が

大
き
い
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。

　
多
く
の
場
合
債
務
者
の
異
議
が
な
け
れ
ぽ
、
僅
少
の
費
用
で
且
つ
最
も
早
い

期
間
に
執
行
詮
書
を
利
用
す
る
債
樒
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
執
行
文
が
付
せ

り
れ
る
。

　
第
五
十
條
　
主
た
る
部
分
示
治
安
剣
事
の
管
轄
に
扇
す
る
も
の
で
、
　
ブ

ラ
ソ
を
越
え
な
い
金
額
の
支
佛
い
に
し
て
、
正
當
に
謹
明
さ
れ
た
契
約
上
の

原
因
あ
る
総
て
の
請
求
は
、
以
下
に
規
定
せ
ら
れ
る
支
抑
命
令
手
綬
に
服
す

る
o　

第
五
十
欄
條
　
治
安
判
事
は
、
自
己
に
宛
て
ら
れ
且
つ
書
記
課
に
提
出
さ

れ
た
簡
易
書
類
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
請
求
を
管
掌
す
る
。
そ
の
書
類
は
、

當
事
者
の
姓
名
・
職
業
・
佳
所
・
主
張
せ
ら
れ
た
金
額
の
正
確
な
記
載
・
分

鐙
の
鮎
（
一
④
宕
嘗
酔
畠
O
畠
0
唱
隅
昌
）
・
債
権
の
遅
延
利
率
も
し
く
は
約
定
利

率
（
一
Φ
静
磐
躍
留
。
貫
酔
曾
警
馨
目
雪
。
ぎ
皿
O
彊
8
塁
。
暑
。
目
農
盆

冨
窪
轡
8
Y
褒
生
原
因
（
冨
3
岳
Φ
）
、
揚
合
に
よ
つ
て
は
蓮
帯
債
務

者
叉
は
保
謹
人
の
姓
名
・
職
業
・
佳
所
を
記
載
す
る
。

　
當
該
詣
求
維
持
の
た
め
、
債
穫
の
存
在
及
び
額
を
護
明
す
る
総
て
の
書

面
、
債
権
を
理
由
づ
け
る
纏
て
の
轡
面
、
殊
に
梼
務
者
が
交
付
し
且
つ
債
務

五
四

（
鷲
コ
四
）

の
承
認
或
い
は
支
擁
い
の
合
意
を
す
る
総
て
の
書
面
を
こ
れ
に
付
加
す
る
。

　
第
五
十
二
條
奮
事
者
は
、
印
紙
の
貼
用
を
必
要
と
し
な
い
が
、
書
記
課

が
作
成
交
付
し
書
留
封
筒
に
よ
り
邊
付
さ
れ
、
治
安
判
事
の
印
に
よ
り
封
印

さ
れ
た
書
面
に
よ
る
通
知
を
も
つ
て
、
剣
事
室
（
一
〇
〇
m
び
冒
9
含
O
甘
偽
O
）

に
和
解
の
た
め
に
召
喚
さ
れ
る
。

．
鵜
解
の
た
め
に
す
る
こ
の
召
喚
は
、
原
告
が
定
め
ら
れ
た
日
に
治
安
判
事

に
封
し
支
彿
命
令
の
交
付
を
促
す
こ
と
を
明
示
す
る
。

　
第
五
十
三
條
　
和
解
あ
り
し
場
合
、
そ
の
條
件
は
辮
論
調
書
（
一
〇
琶
鳴
㌣

㌶
O
唱
冒
目
菖
晦
画
．
魯
縄
島
ゆ
昌
o
Φ
）
に
記
載
せ
ら
れ
、
裁
判
官
は
何
れ
か
の
當

事
者
の
請
求
に
も
と
づ
き
、
こ
れ
に
つ
い
て
執
行
力
を
生
じ
る
調
書
（
昌
β

肩
8
健
ぐ
電
げ
匹
ρ
岳
m
葭
薗
賄
o
目
8
0
券
o
弱
ぎ
蹄
O
）
を
作
成
す
る
。

　
第
五
十
四
條
　
當
事
者
鹸
席
の
場
合
又
は
和
解
の
整
わ
ざ
り
し
場
合
、
治

安
判
事
は
、
債
権
の
存
在
が
謹
明
せ
ら
れ
且
つ
債
僅
隅
が
現
智
ハ
に
正
當
な
も
の

で
彊
制
力
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
な
ら
ば
、
請
求
を
も
と
に
し
た
輩
純
な
詑

載
に
よ
り
、
債
務
者
に
封
す
る
支
沸
命
令
を
付
與
す
る
。
し
か
ら
ざ
る
と
き

は
、
債
穫
者
が
普
通
法
の
手
段
を
追
求
し
て
手
績
を
進
め
る
揚
合
を
除
き
棄

却
さ
れ
る
。

　
支
梯
命
令
の
あ
る
請
求
は
、
第
五
十
六
條
に
よ
る
執
行
丈
が
付
與
さ
れ
る

迄
は
書
記
の
手
中
に
あ
る
原
本
（
一
暫
ヨ
甘
旨
o
）
に
過
ぎ
な
い
。
書
記
は
利

害
關
係
人
の
請
求
に
よ
り
、
債
樵
者
並
ぴ
に
債
務
者
の
姓
名
・
職
業
住
所
・

債
務
の
額
及
び
原
因
・
辮
論
調
書
の
記
載
番
號
を
明
示
す
る
謹
明
書
の
形
式

に
お
け
る
抄
本
を
交
付
す
る
。

　
第
五
十
五
條
　
こ
の
場
合
支
沸
命
令
は
、
書
記
又
は
執
行
吏
の
受
領
通
知

と
共
に
書
留
郵
便
で
、
あ
る
い
は
執
行
吏
に
よ
る
通
知
に
よ
り
、
債
務
者
に



邊
逡
さ
れ
る
。

　
此
の
逡
蓬
は
「
司
法
封
筒
」
（
噂
＝
』
d
ピ
一
〇
犀
一
垣
四
）
な
る
記
載
を
必

要
と
し
、
第
五
十
四
條
第
－
項
に
規
定
さ
れ
た
抄
本
を
含
む
。
更
に
債
務
者

に
封
し
二
週
間
以
再
の
期
限
に
お
い
て
且
つ
法
的
手
段
に
よ
り
強
制
せ
ら
る

べ
き
制
裁
の
下
に
お
い
て
、
そ
の
額
が
明
確
に
せ
ら
れ
た
附
帯
債
務
・
利
息
・

費
用
（
き
8
綴
o
貯
Φ
孕
甘
言
田
宏
o
酔
ぼ
鑑
皿
）
を
含
む
債
穫
者
の
請
求

を
浦
足
せ
し
め
ん
と
す
る
催
告
を
含
む
。

　
こ
の
逡
達
は
、
更
に
債
務
者
示
主
張
す
べ
ぎ
管
轄
及
び
本
案
に
關
す
る
防

禦
方
法
を
も
つ
揚
合
、
書
留
郵
便
又
は
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
支
彿

命
令
に
封
す
る
異
議
を
申
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
支
沸
命

令
は
執
行
力
を
生
ず
る
、
と
の
債
務
者
に
封
す
る
通
知
を
含
む
。

　
第
五
十
六
條
　
二
週
問
の
期
間
が
異
議
な
く
経
過
し
た
場
合
、
債
椹
者
の

申
立
に
も
と
づ
き
治
安
剣
事
に
よ
り
支
彿
命
令
が
講
求
の
原
本
に
記
入
さ

れ
、
書
記
に
よ
り
執
行
丈
が
付
與
さ
れ
る
。
こ
の
揚
合
支
沸
命
令
は
封
審
裁

鋼
と
同
等
の
効
力
を
も
つ
。

　
こ
の
邊
達
は
受
任
執
行
吏
に
よ
り
な
さ
れ
且
つ
執
行
命
令
（
8
慧
β
幽
o
・

冨
0
冒
♂
免
O
図
響
禽
o
β
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。

　
第
重
十
七
條
　
異
議
は
理
由
を
付
し
た
軍
純
な
る
書
面
を
領
牧
謹
と
引
換

兇
に
書
記
課
へ
提
出
す
る
に
よ
り
な
さ
れ
る
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
異
議
申
立
人

は
、
書
詑
課
に
申
立
の
権
利
を
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
す

る
場
合
は
無
効
で
あ
る
。

　
第
五
十
八
條
　
受
領
謹
の
請
求
を
含
む
書
留
郵
便
に
よ
り
、
書
記
は
異
議

の
理
由
書
を
當
事
者
に
邊
達
し
、
最
も
近
い
將
來
の
辮
論
に
お
い
て
治
安
判

亭
の
面
前
に
出
頭
す
る
よ
う
呼
出
す
。
そ
の
場
合
書
留
郵
便
塗
達
の
期
日
と

　
　
　
ラ
、
冴
！
塾
昆
峯
蔀
訟
法
改
憲
草
案
に
つ
い
て

辮
論
の
期
日
の
間
に
少
な
く
と
も
八
日
を
必
要
と
す
る
。

　
第
五
＋
九
條
　
異
議
申
立
を
う
け
た
治
安
判
事
は
當
事
者
が
訣
席
し
て

も
、
封
審
裁
判
と
同
じ
効
果
の
あ
る
裁
鋼
を
す
る
。

　
第
六
十
條
　
異
議
申
立
が
な
く
且
つ
交
付
日
よ
り
六
ヵ
月
以
内
に
執
行
の

た
め
の
記
載
が
な
さ
れ
な
い
支
佛
命
令
を
含
む
命
令
の
全
部
は
失
効
し
、
何

等
の
効
果
も
生
じ
な
い
。

　
第
六
十
一
條
　
執
行
の
爲
の
記
載
を
あ
た
え
る
場
合
、
治
安
剣
事
は
民
法

第
千
二
百
四
十
四
條
の
期
間
に
お
い
て
債
務
者
の
た
め
に
支
彿
期
間
を
規
定

出
來
る
。
異
議
に
つ
い
て
裁
判
す
る
場
合
同
一
の
樫
限
を
有
す
る
。

　
第
六
十
二
條
　
支
彿
命
令
手
績
臆
、
総
て
の
裁
判
管
轄
規
定
に
關
係
な
く
、

債
務
者
の
佳
所
或
い
は
居
所
を
管
轄
す
る
治
安
判
事
の
管
轄
に
專
禺
す
る
。

　
債
務
者
が
佛
國
に
住
所
乃
至
居
所
を
も
た
な
い
揚
合
、
原
告
の
佳
所
叉
鉢

居
所
の
治
安
剣
事
が
こ
れ
を
管
轄
す
る
。

　
第
六
十
三
條
　
理
由
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
前
数
條
に
規
定
さ
れ
た
総
て
の

書
類
・
令
倣
は
印
紙
の
貼
用
及
び
登
録
を
免
除
さ
れ
る
。
こ
れ
は
當
該
書
類

　・

令
欺
に
明
示
さ
れ
る
。

第
二
章
第
一
審
裁
到
所
の
手
績

第
一
節
管

轄

　
第
一
審
裁
判
所
の
手
績
は
、
民
事
裁
到
所
（
改
正
草
案
第
二
編
第
一
章
第
一

節
第
一
款
）
、
商
事
裁
判
所
（
同
）
、
裁
剣
官
合
議
部
（
同
節
第
二
款
）
、
裁
剣

所
長
（
同
節
第
三
款
）
の
権
限
を
規
庭
す
る
法
規
か
ら
な
る
。
主
な
改
正
鮎
は

宏
軍

（
嘉
一
置
）



　
　
　
　
ツ
鞘
ゾ
ろ
昂
蓼
，
訴
訟
決
灘
物
正
草
案
に
つ
い
て

次
の
如
く
で
あ
る
。

　
G
民
事
裁
到
所
は
普
通
法
裁
判
所
に
止
り
、
商
事
裁
到
所
は
現
行
商
法
第
六

百
三
十
一
條
（
商
事
裁
判
所
の
管
轄
規
定
）
以
下
に
規
定
さ
れ
た
事
項
に
つ
い

て
の
み
裁
判
し
う
る
に
止
つ
て
い
る
。
此
の
融
に
關
し
て
は
、
僅
か
に
條
文
の

再編成が

行
わ
れ
且
つ
全
騰
と
し
て
み
る
と
判
例
の
見
解
が
立
法
化
さ
れ
て
い

る
に
留
る
。

　
こ
れ
は
會
議
部
及
び
裁
判
所
長
の
裁
判
権
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

　
⇔
急
速
審
理
手
績
（
置
肩
8
9
5
Φ
画
窪
温
隷
叡
皿
）
の
實
際
上
の
意
義

は
大
き
い
。
草
案
第
二
編
第
一
章
第
一
節
第
三
款
は
、
今
後
急
速
審
理
判
事
が

職
権
に
よ
つ
て
も
亦
、
爲
す
債
務
を
負
う
當
事
者
（
冨
冨
詳
詳
0
圓
弼
0
膨
冒
O

o琶凶

饗舘

β
曾
旨
貯
o
）
に
封
し
、
そ
の
自
由
に
定
め
る
額
及
び
期
間
に
お

い
て
、
國
庫
に
徴
牧
さ
れ
る
逞
延
金
を
命
じ
う
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
こ
の
規

定
は
多
く
の
場
合
、
不
蓮
守
に
封
す
る
制
裁
で
あ
る
た
め
、
命
令
の
蓮
守
を
確

保
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
更
に
控
訴
が
な
さ
れ
る
場
合
急
速
審
理
事
項
は
し
ば
し
ば
非
常
に
逞
延
す
る

こ
と
が
あ
る
貼
か
ら
み
て
、
出
來
る
限
り
命
令
が
實
行
し
う
る
時
期
を
早
め
る

よ
5
に
、
控
訴
手
績
を
簡
易
化
し
て
い
る
。

　
　
第
九
十
巨
條
－
項
　
裁
判
官
は
職
樫
に
よ
つ
て
も
亦
、
爲
す
債
務
を
負
捲

　
す
る
當
事
者
に
封
し
、
國
庫
に
領
牧
せ
ら
れ
る
遽
延
金
を
命
じ
う
る
。
そ
の

　
額
及
び
期
問
は
裁
剣
官
が
自
由
に
定
め
る
。
裁
剣
官
は
何
時
で
も
こ
れ
ら
を

　
維
持
乃
至
憂
更
し
う
る
。

　
　
第
九
十
四
條
　
代
訟
人
選
任
期
間
の
満
了
後
、
控
訴
は
、
よ
り
早
い
當
事

　
者
の
代
訟
人
に
よ
り
、
封
立
當
事
者
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
代
訟
人
に
與
え
ら

　
れ
た
蒲
三
日
の
翠
純
出
頭
催
告
書
に
基
づ
い
て
提
起
さ
れ
る
。
こ
の
期
間
の

・
五
六

（
噛
一
＝
六
）

経
過
後
、
異
議
に
服
し
な
い
裁
剣
が
請
求
せ
ら
れ
う
る
。

　
第
九
十
五
條
　
第
九
十
二
條
の
諸
規
定
は
控
訴
に
遙
用
さ
れ
る
。
こ
の
場

合
、
裁
剣
官
に
計
り
定
め
ら
れ
た
期
日
に
、
出
頭
催
省
の
必
要
な
し
に
、
且

つ
依
席
者
を
再
召
喚
す
る
必
要
な
し
に
、
鹸
席
裁
判
が
な
さ
れ
う
る
。
剣
決

は
本
法
中
に
規
定
さ
れ
た
場
合
に
異
議
に
服
す
る
。

　
第
九
＋
六
條
　
定
め
ら
れ
た
日
に
召
喚
す
る
場
合
、
控
訴
は
執
行
を
停
止

す
る
。
但
し
事
件
が
召
喚
を
認
め
ら
れ
た
當
事
者
の
行
爲
と
關
係
な
き
場
合

は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
節
呼

出

　
の
呼
出
に
關
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
本
質
的
な
改
正
が
な
さ
れ
た
。
爾
後
呼

出
厭
の
邊
達
は
（
異
議
申
立
書
・
控
訴
歌
・
裁
判
書
の
逡
達
と
同
様
）
書
記
課

叉
は
執
行
吏
の
令
状
に
よ
り
な
さ
れ
る
。
書
記
課
に
よ
り
な
さ
れ
る
場
合
に
つ

い
て
委
員
會
は
「
司
法
封
筒
」
（
忌
冒
皿
富
一
甘
島
9
鑑
ま
）
の
制
度
を
提
案

し
て
い
る
。
こ
の
制
度
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
れ
ぽ
、
執
行
吏
の
呼
出
状
に
よ
る

と
同
じ
程
度
に
、
名
宛
人
に
完
全
な
受
領
を
保
謹
し
、
そ
の
上
訴
訟
費
用
の
相

堂
な
輕
減
と
な
る
。
思
い
切
つ
て
か
か
る
制
度
を
採
用
し
て
始
め
て
、
佛
國
は

既
に
他
の
諸
國
復
欝
領
土
乃
至
ア
ル
サ
ス
・
ロ
；
レ
ソ
地
方
の
三
つ
の
縣
で
行

わ
れ
て
い
る
慣
行
に
同
調
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
本
墓
条
に
提
案
せ
ら
れ
た
制
度
は
明
ら
か
に
郵
政
當
局
の
協
力
を
豫
定
し
て

い
る
。
又
こ
の
制
度
は
疑
も
な
く
書
記
課
の
人
員
増
加
を
必
然
た
ら
し
め
る
。

し
か
し
、
こ
の
壇
員
は
裁
判
の
よ
り
よ
き
蓮
管
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
制
定
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
「
司
法
切
手
」
弘
o
試
目
育
o
宕
答
巴
甘
9
鼠
畏
呂
、
、
は
こ

の
制
度
に
重
要
な
貴
献
を
す
る
で
あ
ろ
う
。



　
第
百
十
剛
條
　
呼
出
験
に
は
以
下
の
事
項
を
記
載
す
る
。

　
r
　
司
法
封
筒
に
よ
る
場
合
書
記
課
へ
寄
託
の
日
付
、
執
行
吏
の
呼
出
釈

　
　
に
よ
る
場
合
交
付
の
日
伶
…
…

　
第
百
十
五
條
　
呼
出
状
、
異
議
申
立
書
、
控
訴
駅
、
裁
剣
書
は
、
書
記
課

に
よ
り
、
又
は
執
行
吏
に
よ
り
逡
蓮
さ
れ
る
。

　
第
箇
十
六
條
　
書
記
課
は
呼
出
欺
、
異
議
申
立
書
、
控
訴
殊
、
裁
判
書
の

逡
達
を
、
以
下
に
示
す
條
件
の
下
に
確
保
す
る
。

　
呼
出
歌
叉
は
異
議
申
立
書
叉
は
控
訴
妖
は
、
原
告
又
は
そ
の
代
訟
人
に
よ

り
、
各
被
告
に
つ
き
三
通
の
副
本
（
o
図
o
目
筥
既
3
）
を
添
え
て
、
書
記
課

に
提
出
さ
れ
る
。

　
書
記
課
は
事
件
記
録
の
番
號
で
あ
る
整
理
番
號
（
日
p
ー
蓉
曾
O
免
8
身
O

ぬ
岳
o
警
o
o
一
鼠
轟
循
画
畠
鴇
曾
α
〇
一
げ
臨
讐
器
）
を
副
本
に
記
入
す
る
。

　
各
被
告
人
に
宛
て
ら
れ
た
副
本
は
、
書
記
課
の
配
慮
に
よ
つ
て
「
司
法
封

筒
」
な
る
表
示
及
び
登
邊
人
た
る
書
記
課
の
表
示
が
丈
字
で
印
刷
さ
れ
て
い

る
封
筒
に
入
れ
ら
れ
る
。
令
炊
上
の
整
理
番
號
が
封
筒
に
も
書
か
れ
る
。

　
司
法
封
筒
ば
、
書
記
課
寄
託
み
時
よ
り
二
十
四
時
間
以
内
に
、
受
領
通
知

の
催
告
を
そ
え
て
書
留
郵
便
で
逡
達
す
る
た
め
、
郵
便
局
に
移
さ
れ
る
。

　
受
取
謹
は
書
記
課
に
保
存
せ
ら
れ
、
記
録
中
に
綴
込
ま
れ
る
。

第
百
十
七
條
　
司
法
封
筒
は
、
名
宛
人
の
名
宛
地
（
受
亀
H
8
器
）
に
お
い

て
、
朝
五
時
よ
ゆ
二
十
一
時
の
間
に
、
職
務
上
強
制
さ
れ
る
義
務
と
し
て
で

は
な
い
が
、
宣
誓
を
必
要
と
す
る
集
配
人
に
よ
り
、
配
蓮
さ
れ
る
。

　
集
配
人
が
名
宛
人
・
そ
の
法
定
代
理
人
、
受
任
者
（
ざ
羅
5
轟
9
盆
冒
Φ
）

に
出
會
つ
た
場
合
、
自
己
に
不
明
な
れ
ば
そ
の
同
一
人
た
る
こ
と
を
確
か
め

た
る
後
、
受
領
謹
へ
の
署
名
と
引
換
え
に
封
筒
を
交
付
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
栂
つ
い
て

　
記
載
は
受
領
通
知
、
封
筒
自
鎧
、
交
付
の
日
の
郵
便
集
配
人
の
日
誌
（
一
Φ

＄
旨
9
画
巴
、
置
o
旨
画
霊
b
o
盤
＄
盆
冨
爵
富
審
冨
画
霞
a
聾
8
）

に
な
さ
れ
る
。

　
受
領
通
知
は
記
録
に
綴
る
た
め
書
記
課
に
邊
ら
れ
る
。

　
名
宛
人
が
司
法
封
筒
の
受
領
、
受
領
護
へ
の
署
名
、
同
一
人
性
の
鐙
明
を

拒
絶
し
た
場
合
、
理
由
あ
る
場
合
に
は
集
配
人
は
、
受
領
通
知
、
又
は
そ
の

日
誌
に
こ
れ
を
認
入
す
る
。
封
筒
及
び
受
領
謹
は
書
記
課
に
返
逞
さ
れ
る
。

　
提
供
せ
ら
れ
た
封
筒
の
受
領
、
受
領
護
へ
の
署
名
、
集
配
人
に
封
す
る
同

一
人
性
の
謹
明
を
拒
縄
す
る
名
宛
人
は
、
第
百
三
十
條
の
規
定
に
よ
り
制
裁

を
う
け
る
。

　
名
宛
人
が
暑
名
出
來
な
い
場
合
、
名
宛
人
に
封
筒
を
交
付
す
る
郵
便
集
配

人
は
こ
れ
を
記
載
す
る
。

　
第
百
十
八
條
　
最
初
の
提
示
に
際
し
、
封
筒
が
交
付
さ
れ
な
い
場
合
、
集

配
人
は
以
下
の
交
付
不
能
原
因
の
一
つ
を
受
領
謹
に
記
載
す
る
。

　
r
　
當
該
佳
所
に
お
け
る
不
在
，

　
グ
　
當
該
名
宛
地
の
不
存
在

　
び
　
韓
居
先
を
示
さ
な
い
韓
居

　
4。
　
死
亡

　
名
宛
人
が
韓
居
し
、
新
佳
所
が
集
配
人
に
示
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
は

封
筒
に
記
載
さ
れ
る
。
原
告
の
同
意
に
よ
り
新
し
い
逸
蓬
手
績
を
行
う
た
め

に
封
筒
及
び
受
取
謹
は
書
記
課
に
返
逡
さ
れ
る
。

　
第
百
十
九
條
　
名
宛
人
が
そ
の
佳
所
を
留
守
に
し
て
い
る
場
合
、
同
日
叉

は
翌
日
に
第
二
同
目
の
呈
示
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
呈
示
は
集
配
人
に
よ
り
集

め
ら
れ
た
情
報
に
よ
り
、
利
害
關
係
人
が
通
常
そ
の
住
所
に
い
る
時
蘭
に
な

玄
七

（
一
三
七
）



フ
ラ
ソ
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
車
案
に
つ
い
て

さ
れ
る
。
呈
示
は
名
宛
人
が
仕
事
を
し
て
い
る
場
所
に
お
い
て
同
檬
に
な
さ

れ
る
。

　
こ
れ
等
二
つ
の
呈
示
が
不
能
で
あ
b
た
揚
合
、
集
配
人
は
、
名
宛
人
の
佳

所
に
お
い
て
受
領
を
な
す
者
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
受
付
叉
は
隣
人
に
、

名
宛
人
が
郵
便
局
か
ら
封
筒
を
受
取
る
よ
う
指
示
し
た
書
類
（
日
5
旨
魯
Φ
）

を
交
付
す
る
。

　
集
配
人
は
、
二
回
目
以
後
に
行
わ
れ
た
呈
示
の
日
付
、
前
項
書
類
の
交
付

を
う
け
た
者
の
姓
者
、
贅
格
を
受
領
謹
に
記
載
す
る
。
更
に
前
蓮
の
揚
合
呈

示
の
な
さ
れ
た
仕
事
の
揚
所
を
記
載
す
る
。

　
封
筒
は
二
置
間
郵
便
局
に
保
管
さ
れ
る
。
封
筒
腺
名
宛
人
・
そ
の
法
定
代

理
人
・
受
任
者
に
よ
り
受
取
ら
れ
う
る
。
こ
の
期
間
が
滞
了
し
て
も
受
取
ら

れ
な
い
場
合
、
郵
便
局
は
受
領
謹
と
共
に
封
筒
を
書
記
課
に
返
逸
す
る
。

　
前
條
に
規
定
せ
ら
れ
た
他
の
総
て
の
揚
合
に
、
受
領
謹
に
交
付
不
能
の
理

由
を
記
載
す
る
。
封
筒
及
び
受
領
謹
は
、
新
た
な
呈
示
が
行
わ
れ
る
こ
と
な

く
、
書
記
課
に
返
逡
さ
れ
る
o

　
第
百
二
十
條
　
呼
出
験
、
控
訴
釈
・
裁
剣
書
は
、
裁
判
官
の
委
任
に
基
づ

く
場
合
に
限
り
、
執
行
吏
に
よ
り
逡
蓬
さ
れ
る
。

　
執
行
吏
は
自
ら
丈
書
を
作
成
し
、
宣
誓
を
し
た
も
の
で
あ
つ
て
も
書
記

（
一
〇
〇
一
Q
器
）
が
こ
れ
に
代
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

　
執
行
吏
は
、
直
系
の
、
親
族
姻
族
及
び
妻
の
親
族
姻
族
の
た
め
に
、
又
は

こ
れ
に
封
し
て
、
丈
書
を
作
成
L
得
な
い
。
こ
れ
に
反
す
る
場
合
は
無
効
で

あ
る
。

　
執
行
吏
ば
兄
弟
姉
妹
、
同
位
の
親
族
の
た
め
に
又
は
こ
れ
に
勤
し
て
、
丈

書
を
作
成
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
こ
の
場
合
、
無
効
が
治
癒
さ
れ
な
い
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
三
一
八
）

り
、
飽
の
総
て
の
抗
辮
に
先
だ
つ
て
本
項
の
事
由
に
よ
り
無
効
が
主
張
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
抗
辮
が
提
起
せ
ら
れ
た
揚
合
、
裁
判
長
又
は
治
安
判
事
は
職
権
に
よ

り
、
そ
の
管
轄
匠
内
の
他
の
執
行
吏
を
任
命
す
る
。

　
執
行
吏
の
逡
達
瓶
は
、
第
百
二
十
七
條
に
規
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
、

當
事
者
に
限
り
逸
蓬
さ
れ
る
。

　
第
百
二
十
一
條
逡
蓮
は
、
公
の
場
所
に
お
い
て
は
何
時
に
て
も
、
ま
た

私
的
な
場
所
の
総
て
に
お
い
て
は
朝
五
時
か
ら
二
十
一
時
迄
の
問
に
な
さ
れ

る
。
し
か
し
迭
蓬
は
法
律
上
の
祭
日
に
は
な
さ
れ
な
い
。
但
し
裁
判
長
の
許

　
可
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
第
薗
二
十
二
條
　
執
行
吏
は
総
て
の
場
合
に
、
自
己
が
令
状
を
交
付
す
る

相
手
方
の
同
一
人
性
を
確
か
め
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
執
行
吏
は
名
宛
人
を
し
て

』
原
本
（
一
．
O
且
碕
首
毘
）
に
署
名
せ
し
め
、
且
つ
交
付
の
番
號
、
場
所
、
日
付

　
及
び
提
出
せ
ら
れ
た
同
一
人
性
の
讃
擦
（
冨
風
9
⑥
島
、
置
o
ー
酔
詳
Φ
）
を
記
載

　
す
る
。

　
　
書
類
交
付
の
責
あ
る
執
行
吏
に
訊
問
せ
ら
れ
た
総
て
の
人
は
、
そ
の
同
一

　
人
性
の
謹
明
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
上
の
書
類
の
総
て
の
名
宛
人
は
原

　
本
に
署
名
し
、
與
え
ら
れ
た
謄
本
を
受
領
し
、
そ
の
同
一
性
を
鐙
明
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
百
二
十
三
條
　
記
載
せ
ら
れ
た
名
宛
地
に
お
い
て
、
書
面
の
名
宛
人
又

　
は
そ
の
交
付
者
に
會
え
な
か
つ
た
場
合
、
執
行
吏
は
、
書
類
交
付
確
保
に
必

　
要
な
情
報
を
う
る
た
め
、
総
て
の
人
を
訊
問
出
來
る
。

　
　
逡
蓮
出
來
な
か
つ
た
場
合
、
執
行
吏
は
以
下
の
邊
蓮
不
能
理
由
の
一
つ
を

　
記
載
す
る
。



r
　
当
該
佳
所
に
不
在
、
會
え
な
か
つ
た

ガ
　
当
該
名
宛
地
の
不
存
在

　
3・
　
轄
居
先
の
朋
示
な
き
韓
居

卵
　
死
亡

　
名
宛
人
が
當
該
裁
剣
所
管
轄
匪
内
に
新
た
な
名
宛
地
を
定
め
る
場
合
、
執

行
更
は
交
付
の
た
め
、
又
は
交
付
な
き
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
前
示
せ
る

條
件
の
下
に
出
張
す
る
。

　
利
害
關
係
人
の
新
名
宛
地
が
當
該
裁
判
所
の
管
轄
地
外
に
あ
る
場
合
、
執

行
吏
は
こ
れ
を
原
本
に
記
入
し
、
椹
限
あ
る
執
行
吏
．
に
よ
る
と
、
書
記
課
に
ょ

る
と
を
問
わ
ず
、
令
状
の
邊
蓬
は
裁
剣
官
の
新
た
な
決
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

　
本
條
第
－
項
第
二
號
の
事
項
は
原
本
に
記
入
せ
ら
れ
、
執
行
吏
の
集
め
た

糖
て
の
費
料
及
び
執
行
吏
の
な
せ
る
総
て
の
行
爲
を
附
記
す
る
。
執
行
吏
自

ら
出
張
せ
る
新
た
な
名
宛
地
、
記
入
せ
ら
れ
た
情
報
を
提
供
し
た
第
三
者
の

賓
格
、
可
能
な
ら
ば
姓
名
及
び
名
宛
地
を
明
記
す
る
。
更
に
同
項
第
一
號
の

場
合
に
は
、
執
行
吏
の
な
せ
る
第
二
同
目
以
後
の
呈
示
の
時
、
及
び
名
宛
人

不
在
の
推
量
せ
ら
れ
る
期
間
、
理
由
が
明
記
せ
ら
れ
る
。

　
第
百
二
十
四
條
　
令
状
原
本
は
交
付
後
又
は
交
付
不
能
の
謹
明
後
書
記
課

に
保
管
さ
れ
る
。
後
の
揚
合
第
首
二
十
六
條
に
規
定
せ
ら
れ
た
特
別
虎
分
を

除
い
て
、
書
記
課
に
よ
り
逡
蓬
手
績
が
行
わ
れ
る
。
執
行
吏
が
書
類
交
付
確

保
の
た
め
特
別
の
配
慮
を
な
せ
る
場
合
、
執
行
吏
は
執
行
吏
に
邊
蓬
を
委
任

せ
る
裁
剣
官
の
命
ず
る
特
別
費
用
を
徴
牧
す
る
椹
利
を
有
す
。

　
第
百
二
十
五
條
執
行
吏
は
令
釈
原
本
の
末
尾
に
登
録
の
時
に
支
梯
わ
れ

る
令
瓶
に
關
す
る
費
用
を
記
載
す
る
。
支
佛
わ
ざ
れ
ば
　
フ
ラ
ソ
の
罰
金
に

虎
せ
ら
れ
る
こ
と
を
附
記
す
る
。

フ
ラ
ソ
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て

　
ニ
ノ
ヌ
は
複
数
の
讐
本
に
つ
い
て
は
、
尻
行
費
用
表
に
通
常
規
定
せ
ら
れ

る
謄
本
の
費
用
が
認
め
ら
れ
る
。

　
第
百
二
十
六
條
　
司
法
封
筒
又
は
令
歌
が
蛮
邊
者
た
る
書
記
課
に
返
逡
さ

れ
た
揚
合
、
異
れ
る
名
宛
地
に
封
し
新
た
な
途
蓬
が
な
さ
れ
る
場
合
を
除
い

て
、
書
記
課
は
原
告
に
そ
れ
を
通
知
し
て
、
受
領
讃
の
記
載
を
書
篇
し
た
書

類
を
事
件
記
録
に
綴
込
む
。
書
記
課
は
受
領
謹
を
そ
え
て
關
係
書
類
を
検
事

局
に
逞
付
す
る
。

　
検
事
局
臆
警
察
、
憲
兵
隊
當
局
に
當
事
者
に
封
す
る
書
類
の
交
付
の
實
行

を
要
請
す
る
。

　
こ
の
場
合
の
交
付
は
警
察
叉
は
憲
兵
隊
の
機
關
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
。
當

該
機
關
は
こ
の
揚
合
同
一
人
性
を
確
か
め
た
後
に
受
領
鐙
叉
は
そ
の
他
総
て

の
書
類
に
名
宛
人
の
署
名
を
な
さ
し
め
る
。

　
名
宛
人
の
名
宛
地
が
不
明
の
場
合
、
そ
れ
を
探
知
す
る
た
め
謹
人
訊
問
が

行
わ
れ
る
。

　
如
何
な
る
場
合
に
も
、
書
類
の
受
領
よ
り
二
週
間
以
内
に
、
検
事
局
は
、

交
付
の
謹
明
乃
至
謹
人
訊
問
の
結
果
の
表
示
を
そ
え
て
、
書
記
課
に
こ
れ
を

返
邊
す
る
。

　
検
事
局
に
封
す
る
書
類
の
逡
付
及
び
前
項
の
期
間
は
、
當
該
事
件
の
辮
論

の
開
始
を
妨
げ
な
い
。

　
第
薗
二
十
七
條
　
帥
時
に
な
さ
る
ぺ
ぎ
呼
出
（
5
毯
一
唱
”
菖
o
β
免
『
①
穿

審
轡
匿
軽
Φ
）
に
際
し
て
、
裁
判
長
は
、
請
求
に
封
し
な
さ
れ
る
命
令
中

で
邊
蓮
の
檬
式
を
定
め
る
。
そ
の
檬
式
は
以
下
の
如
し
。

ー
書
記
課
に
よ
る
邊
達
。
必
要
な
ら
書
留
速
蓬
・
書
留
電
報
に
よ
る
。

ー
邊
蓬
の
た
め
委
任
さ
れ
た
執
行
吏
に
よ
る
邊
建
。

匠
九

（
一
一
二
九
）



フ
ラ
ソ
ス
民
亭
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て

i
こ
れ
ら
形
式
の
混
用
。

　
裁
剣
長
は
、
原
本
が
軍
純
な
呈
示
の
後
、
且
つ
第
百
三
＋
一
條
の
規
定
す

る
虚
分
を
明
ら
か
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
交
付
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
う
る
。

　
第
百
二
十
八
條
　
司
法
封
筒
乃
至
令
擬
が
當
事
者
又
は
そ
の
受
任
者
に
交

付
さ
れ
た
揚
合
本
人
に
封
す
る
邊
蓮
（
置
匹
の
け
5
8
菖
o
昌
似
づ
o
謎
o
冒
β
Φ
）

が
あ
る
。

　
封
筒
受
領
、
受
領
書
へ
の
署
名
、
同
一
人
性
の
謹
明
の
當
事
者
又
は
受
任

者
に
よ
る
拒
否
は
、
そ
れ
が
執
行
吏
、
郵
便
機
關
、
警
察
乃
至
憲
兵
隊
機
關

に
よ
り
謹
明
せ
ら
れ
た
場
合
、
本
人
に
封
す
る
邊
蓮
が
あ
つ
た
も
の
と
さ
れ

る
o

　
第
百
二
十
九
條
　
呼
出
継
乃
至
控
訴
歌
の
邊
建
が
本
人
に
封
し
な
さ
れ
た

場
合
、
裁
判
叉
は
命
令
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
封
審
的
な
も
の
で
、
從
つ

て
異
議
は
申
立
て
ら
れ
な
い
。

　
邊
達
が
本
人
に
鍔
し
行
わ
れ
ず
、
そ
れ
が
指
示
せ
ら
れ
た
名
宛
地
に
被
告

の
佳
所
乃
至
居
所
が
な
か
つ
た
か
又
は
も
は
や
存
し
な
い
こ
と
、
及
び
そ
の

名
宛
地
が
不
明
な
こ
と
が
、
執
行
吏
、
郵
便
機
關
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た

結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
被
告
に
封
し
飲
席
裁
判
が
行
わ
れ
、
裁
剣
は
異
議
に

服
す
。

　
逡
達
が
本
人
に
封
し
行
わ
れ
な
か
つ
た
が
、
利
害
關
係
人
が
逸
達
の
名
宛

地
に
住
所
又
ば
居
所
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
な
揚
合
、
裁
鋼
は
被
告
が
自
ら

交
付
を
う
け
又
は
引
取
る
こ
と
が
不
能
で
あ
つ
た
こ
と
を
鐙
明
す
る
揚
合
に

の
み
、
異
議
に
服
す
る
。
こ
の
場
合
異
議
は
、
急
速
審
理
の
形
式
で
裁
剣
し
、

理
由
あ
れ
ぱ
命
令
に
よ
り
異
議
を
認
容
す
る
裁
判
所
長
又
は
擦
訴
院
長
の
画

前
で
の
呼
出
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
。
こ
の
裁
判
は
上
訴
に
服
す
。

六
〇

（
三
二
〇
）

　
　
異
議
棄
却
の
場
合
、
控
訴
期
問
は
棄
却
命
令
付
與
の
目
か
ら
進
行
す
る
。

　
　
第
箇
三
十
條
、
第
百
三
＋
鰯
條
は
本
款
規
定
の
目
的
蓮
成
の
た
め
罰
則
を

規
定
す
る
。

　
　
第
百
三
十
二
條
　
本
款
の
規
定
に
淫
反
す
る
行
爲
は
無
効
で
あ
る
。

　
　
但
し
こ
の
無
効
は
、
第
二
百
七
十
三
條
の
規
定
に
服
す
る
こ
と
を
條
件
と

　
し
て
宣
言
さ
れ
う
る
。

　
働
呼
出
に
も
拘
ら
ず
被
告
が
出
頭
し
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
を
防
ぐ

た
め
委
員
會
は
敏
庵
裁
判
に
封
す
る
異
議
権
を
か
な
り
嚴
重
に
制
限
し
た
。
邸

ち
呼
出
状
が
本
人
に
封
し
て
邊
達
さ
れ
な
か
つ
た
が
、
鉄
席
者
淋
名
宛
地
に
佳

居
所
を
窟
め
て
い
る
事
が
明
ら
か
な
場
合
、
民
事
裁
判
所
長
は
、
急
速
審
理
の

手
績
に
よ
り
且
つ
上
訴
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
異
議
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を

審
理
出
來
る
。

　
昆
事
手
績
の
敏
貼
が
裁
到
の
遅
延
に
あ
る
事
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ

は
裁
到
所
叉
は
そ
の
補
助
機
關
に
原
因
す
る
の
で
は
な
く
、
悪
意
の
訴
訟
當
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

者
に
原
因
す
る
。
本
法
案
中
の
敏
席
並
び
に
異
議
に
關
す
る
規
定
は
、
從
來
よ

り
嚴
格
な
規
定
で
あ
り
、
辮
護
の
蝕
地
な
き
實
際
上
の
逞
延
を
防
止
す
る
以
外

の
目
的
は
な
い
。

　
　
第
百
軍
十
五
條
　
異
議
を
受
理
す
べ
ぎ
揚
合
で
も
、
異
議
が
裁
判
の
逡
蓬

　
か
ら
一
ヵ
月
以
内
に
提
起
さ
れ
な
い
と
き
に
は
異
議
穫
は
消
滅
す
る
。

　
　
異
議
は
裁
判
の
邊
建
が
本
人
に
封
し
な
さ
れ
な
か
つ
た
が
、
不
在
者
が
邊

　
蓬
の
行
わ
れ
た
場
所
に
住
所
乃
至
居
所
を
も
つ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

　
り
、
且
つ
襲
邊
の
受
領
又
は
引
取
の
不
能
な
謹
擦
が
存
す
る
場
合
に
、
急
蓮

　
審
理
手
綬
を
行
い
、
理
由
が
あ
る
な
ら
命
令
に
よ
り
異
議
を
認
容
す
る
裁
判

　
所
長
の
面
前
へ
の
召
喚
の
形
式
で
提
起
さ
れ
る
。
認
容
の
裁
判
は
上
訴
に
服



さ
な
い
。

　
異
議
棄
却
の
揚
合
控
訴
期
間
砿
棄
却
の
命
令
の
付
與
さ
れ
た
日
か
ら
進
行

す
る
。

　
　
　
　
　
第
目
麓
　
準
備
戯
制
官

　
和
解
（
置
8
β
呂
一
置
儲
9
）
を
前
置
と
せ
ず
召
喚
を
以
て
始
る
手
績
の
初
め

に
、
準
備
手
綴
裁
剣
官
（
一
〇
甘
鴨
魯
霞
隠
留
5
唱
8
鑑
昌
Φ
2
一
〇

甘
懸
留
冨
8
8
菖
O
）
に
よ
る
準
備
手
績
（
旨
Φ
鑓
目
曾
窟
8
置
琶
Φ
）

が
な
さ
れ
る
。
委
員
會
は
こ
れ
を
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
た
。

　
こ
の
融
に
關
し
中
途
牛
端
な
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
失
敗
の
も
と
で
あ
り
、

む
し
ろ
、
條
文
上
明
規
せ
ら
れ
且
つ
擬
大
せ
ら
れ
た
権
限
を
も
つ
準
備
手
績
裁

到
官
が
、
書
記
課
や
そ
の
他
の
補
助
機
關
の
援
助
を
得
て
、
訴
訟
手
績
を
充
實

せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。

　
準
備
裁
判
官
は
原
告
の
出
頭
せ
ざ
る
場
合
、
被
告
が
代
訟
人
を
選
任
せ
ざ
る

場
合
、
選
任
す
る
も
代
訟
人
が
意
見
書
を
提
出
せ
ざ
る
場
合
に
も
直
接
介
入
す

る
。
こ
の
鮎
委
員
會
は
現
行
法
第
百
五
十
四
條
及
び
第
百
五
十
四
條
の
二
を
修

正
且
つ
簡
素
化
し
て
い
る
。

　
封
審
事
件
手
績
に
關
し
、
準
備
裁
到
官
は
適
法
性
殊
に
代
訟
人
間
の
意
見
書

交
換
に
關
す
る
適
法
性
を
監
督
す
る
。

　
委
員
會
は
注
目
を
要
す
規
定
を
増
加
せ
し
め
た
。
例
え
ば
準
備
裁
判
官
は
當

事
者
及
び
そ
の
代
理
人
に
不
可
鉄
と
思
わ
れ
る
詮
披
・
書
面
の
原
本
乃
至
謄
本

を
提
出
せ
し
め
る
た
め
に
、
し
か
も
提
出
不
能
に
關
す
る
調
書
（
μ
目
肩
8
蜜
－

〈
窪
冨
一
盆
畠
器
ー
8
）
叉
は
過
料
の
負
指
に
お
い
て
、
適
切
な
命
令
を
付
與

し
う
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
そ
の
必
要
性
を
認
め
る
多
く
の
裁
到
官
の
麟
に

フ
ラ
ソ
ス
民
事
訴
訟
法
改
距
草
案
に
つ
い
て

懸
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
更
に
準
備
裁
到
官
は
和
解
勧
試
手
績
、
當
事
者
出
頭
命
令
、
當
事
者
訊
問
手

績
を
行
う
。
ま
た
職
権
に
よ
り
、
假
の
庭
分
（
8
旨
綴
目
塁
彊
嚇
継
弓
肖
。
毒

骨
窪
）
及
び
豫
審
（
旨
騰
8
日
器
ざ
β
）
を
行
う
。
例
え
ば
假
の
麦
挑
い
を
求

め
る
請
求
（
賞
o
ぐ
置
o
昌
豊
馨
o
目
）
や
訴
訟
上
の
保
謹
を
た
て
る
請
求

（
8
彊
葺
目
冒
禽
畠
言
目
oユ
良
5
）
、
謹
篠
告
知
の
抗
辮
（
一
、
①
N
O
8
菖
O
ー
盆

8
睡
β
仁
且
3
舘
目
岳
風
欝
8
）
に
つ
い
て
裁
判
す
る
。
謹
人
訊
問
現
場
橡

謹
の
手
績
を
行
う
。
公
正
謹
明
（
ご
8
9
審
酔
轟
矯
m
彊
脅
⑥
冒
o
o
）
の
爲
に
執
行

吏
を
委
任
出
來
る
。

　
準
備
裁
到
官
の
命
令
は
法
の
規
定
す
る
場
合
、
本
案
の
裁
判
と
同
時
に
の
み

控
訴
に
服
す
る
。

　
準
備
裁
到
官
が
事
件
に
つ
き
裁
到
す
る
こ
と
が
不
能
乃
至
不
要
の
場
合
、
こ

れ
を
裁
到
所
に
移
逡
し
、
辮
論
期
日
に
、
少
な
く
と
も
裁
到
長
が
適
當
で
あ
る

と
考
え
た
場
合
、
書
面
又
は
ロ
頭
の
報
告
を
提
出
す
る
。

　
か
く
の
如
く
、
以
上
の
権
限
を
保
有
せ
し
め
準
備
裁
判
官
を
し
て
民
事
手
績

を
急
速
に
護
展
せ
し
め
る
調
整
的
な
司
法
官
た
ら
し
め
ん
と
す
る
の
が
、
本
草

案
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

　
　
第
百
四
＋
條
　
民
事
裁
到
所
に
お
い
て
、
総
て
の
請
求
は
、
準
備
裁
剣
官

　
の
面
前
へ
の
、
　
一
定
期
日
に
お
け
る
呼
出
の
封
象
で
あ
る
。

　
　
第
百
四
十
六
條
　
原
告
が
辮
論
に
出
席
し
な
い
揚
合
、
被
告
は
取
漕
（
日
回

　
甘
槻
0
目
0
β
融
画
O
目
昏
讐
甘
β
）
　
の
裁
判
を
請
求
出
來
る
。
被
告
は
同
檬
に

　
同
一
の
裁
鋼
官
か
ら
反
訴
請
求
の
形
を
と
ら
な
い
で
、
如
何
な
る
事
件
で
あ

　
れ
、
本
案
に
つ
い
て
の
裁
剣
を
要
求
し
う
る
。

　
　
取
浦
の
裁
剣
及
ぴ
不
出
頭
の
裁
判
は
異
議
・
控
訴
に
服
さ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
一
　
　
　
　
　
（
一
二
二
一
）



7
ラ
ソ
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て

　
』
裁
剣
所
の
絡
局
裁
判
と
は
別
に
、
準
備
裁
剣
官
は
第
百
五
十
六
條
の
場
合

に
職
擢
で
裁
判
す
る
。

　
第
百
四
十
七
條
　
被
告
が
呼
出
期
日
に
出
頭
す
る
も
意
見
書
を
提
出
し
な

い
場
合
、
・
準
備
裁
判
官
は
、
意
見
書
及
び
有
用
で
あ
る
と
考
え
た
謹
擦
の
提

出
期
間
を
付
與
す
る
か
、
或
い
は
、
第
百
五
十
二
・
百
五
十
三
條
の
條
件
の

下
に
裁
判
所
に
事
件
を
邊
付
す
る
。

　
被
告
が
辮
論
期
日
に
代
訟
人
を
選
任
し
な
い
場
合
、
被
告
に
封
し
訣
席
の

裁
判
が
奥
え
ら
れ
、
準
備
裁
判
官
は
第
百
五
＋
六
條
の
規
定
す
る
場
合
に
職

権
で
裁
判
す
る
。
準
備
裁
判
官
は
第
百
五
十
條
の
期
間
内
に
裁
判
所
に
本
案

を
逡
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
百
五
十
條
　
訣
席
事
件
、
緊
急
事
件
、
附
帯
事
件
、
抗
辮
、
令
歌
叉
は

訴
訟
消
滅
の
無
効
請
求
、
そ
の
他
一
般
に
制
限
さ
れ
た
僻
論
乃
至
簡
易
な
審

理
の
み
を
必
要
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
総
て
の
事
項
が
問
題
と
な
つ
て
い
る
如

何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
事
件
が
本
案
に
つ
き
裁
判
さ
れ
る
欣
態
に
な
つ

た
場
合
、
準
備
裁
剣
官
は
、
そ
れ
を
請
求
す
る
代
訟
人
並
び
に
辮
護
士
を
召

集
し
た
後
、
裁
判
所
に
一
定
の
期
日
に
事
件
を
邊
付
す
る
。

　
そ
の
他
の
総
て
の
場
合
、
準
備
裁
剣
官
は
事
件
を
裁
判
長
に
逡
付
し
、
記

録
に
こ
の
逞
付
の
期
日
を
記
入
す
る
。

　
第
薗
軍
十
掴
條
僻
論
期
日
の
訴
答
（
ぼ
堕
づ
冨
置
O
謬
富
皿
）
以
前
に
、
裁

判
長
が
適
切
と
認
め
る
場
合
に
、
準
備
裁
判
官
に
封
し
、
そ
の
意
見
を
審
理

せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
請
求
の
目
的
、
手
績
の
妖
態
、
當
事
者
の
意
見
及
ぴ

謹
撮
を
簡
軍
に
解
説
し
た
口
頭
又
は
書
面
の
報
告
の
提
出
を
さ
せ
る
。

　
第
薗
蕊
十
二
條
　
裁
剣
所
は
、
第
百
五
十
三
條
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に

お
け
る
逡
蓬
後
に
、
提
出
さ
れ
た
記
録
に
加
え
ら
れ
た
意
見
書
に
基
づ
い
て

六
二

（
三
二
二
）

の
み
裁
判
す
る
。
こ
れ
に
反
す
る
場
合
臓
無
効
で
あ
る
。

　
第
百
五
＋
四
條
　
準
備
裁
判
官
は
こ
の
場
合
（
第
吉
五
十
三
條
の
意
見
書

交
換
手
績
ー
筆
者
註
）
適
法
性
を
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
目
的

を
達
す
る
た
め
に
準
備
裁
判
官
は
當
事
者
及
び
そ
の
代
理
人
に
封
し
、
総
て

の
適
切
な
差
止
命
令
を
付
異
す
る
。

　
準
備
裁
判
官
は
、
そ
れ
を
必
要
と
認
め
る
場
合
に
鐙
撮
乃
至
書
類
の
原
本

及
び
謄
本
を
提
出
す
る
に
充
分
な
期
間
を
興
え
る
こ
と
が
串
來
る
。

　
準
備
裁
判
宮
は
當
事
者
に
書
類
の
提
出
を
命
じ
る
事
も
出
來
る
。
期
間
内

に
提
出
し
な
い
場
合
、
準
備
裁
判
官
は
場
合
に
よ
つ
て
は
提
出
不
能
に
關
す

る
調
書
（
q
冒
罵
8
密
－
ε
昌
巴
3
0
霧
Φ
β
O
O
）
を
作
成
し
、
ま
た
更
に

最
高
　
フ
ラ
ン
迄
の
過
料
を
課
す
こ
と
が
出
來
る
。

　
第
百
五
＋
五
條
　
準
備
裁
判
官
は
自
身
で
和
解
の
勧
試
が
出
來
る
。
準
備

裁
剣
官
は
同
檬
に
嘗
事
者
の
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
淋
出
來
、
こ
の
揚
合
自
ら

訊
問
出
來
る
。

　
第
百
五
十
六
條
　
事
件
の
如
何
な
る
瓶
態
に
あ
る
を
問
わ
ず
、
裁
判
所
の

終
局
的
裁
鯛
（
一
窪
念
包
臨
O
冒
ロ
巨
霊
菖
0
9
謎
島
蝦
書
ま
暫
圓
巴
）
と
は
励
個

に
、
異
議
に
服
し
な
い
命
令
に
よ
り
、
準
備
裁
判
官
は
、
職
椹
で
假
の
虎
分

乃
至
豫
審
を
命
じ
う
る
。
準
備
裁
判
官
は
假
の
支
佛
い
を
求
め
る
請
求
、
訴

訟
上
の
保
護
を
た
て
る
講
求
及
ぴ
鐙
擦
告
知
の
抗
辮
に
つ
い
て
自
ら
裁
剣
し

う
る
。

　
準
備
裁
剣
官
が
謹
人
訊
問
、
現
揚
検
謹
を
命
じ
た
場
合
、
自
ら
そ
の
手
績

を
行
う
。

　
第
薗
五
十
七
條
　
準
備
裁
判
官
に
よ
り
な
さ
れ
た
命
令
は
、
法
の
認
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ

場
合
本
案
の
裁
剣
が
控
訴
に
服
す
る
場
合
に
限
り
、
控
訴
に
服
す
る
。


